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平成２６年度西ノ島町職員採用試験を次のとおり行います。

１．受付期間　　平成２６年７月２８日（月）～平成２６年８月１８日（月）

２．試験の種目、試験の区分・職種、採用予定人員及び職務内容

試験の種目 試 験 区 分 採用予定人員 職  務  内  容

高卒程度 一般事務
1名 一般事務

1名 水道業務

資格免許職
保 健 師 １名 保 健 師業務

保 育 士 1名 保育士業務

＊採用予定人員は変更する場合があります。３．受験資格
試験の種目 試 験 区 分 年　齢　等

高卒程度 一般事務 昭和５９年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人（平成２７年
４月１日現在で、満１８歳から満３０歳までの人）

資格免許職
保 健 師 昭和４９年４月２日以降に生まれた人（平成２７年４月１日現在で、満

４０歳までの人）で、当該資格を有する人、又は平成２７年３月末までに
当該資格を取得見込みの人保 育 士

５．その他
　試験の詳細につきましては、西ノ島町HP及びタブレットに掲載しています。

　受験手続き、その他ご質問等については、下記までお問い合せ下さい。

  〒 684-0211
    島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷５３４番地   西ノ島町役場　総務課　総務管理係
　 TEL　08514-6-0101　FAX　08514-6-0683　Ｅ -mail　info@town.nishinoshima.shimane.jp 

４．試験の日時、内容、試験地及び試験会場

　

近
年
、
超
高
速
船
と
鯨
な
ど
の
大
型
海
洋
生
物
等
と
の
衝
突

事
故
に
よ
り
乗
客
に
負
傷
者
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

　

負
傷
の
主
な
原
因
は
、「
座
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
」
を
着
用
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
高
速
航
行﹇
時
速
74
ｋ
ｍ
﹈

中
、
障
害
物
と
の
接
触
を
避
け
る
た
め
、
止
む
を
得
ず
急
旋
回

や
緊
急
着
水
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
「
座
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
」
の
着
用
は
、
法
律
で
義
務
付
け
ら

れ
て
お
り
、
安
全
の
為
必
ず
着
用
さ
れ
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

　
「
レ
イ
ン
ボ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
」
は
船
内
ス
ペ
ー
ス
、
全
体
重
量

に
制
限
が
あ
る
為
、
持
ち
込
め
る
手
回
り
品
は
お
１
人
２
個
、

重
量
は
１
個
10
㎏
迄
と
な
り
ま
す
。
中
型
、
大
型
の
荷
物
や
重

量
物
は
持
ち
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

　

車
椅
子
利
用
の
方
は
予
約
の
際
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
た
だ

し
安
全
の
為
、座
席
に
移
り
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
し
て
頂
き
ま
す
。

　

受
付
時
間
８
時
30
分
〜
夕
方
５
時
迄（
本
社
は
夕
方
６
時
迄
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　

　
　
　
　
　
　

隠
岐
汽
船
株
式
会
社　

電
話　

２
―
１
１
２
２

（１）日　　時　平成２６年９月２１日（日）

（２）受付時間　午前９時１５分から９時４５分

（３）試験会場　島根県民会館　（松江市殿町 158）

（４）試験内容　[ 一般事務 ] 教養試験　事務適性検査
　　　　　　　  [ 保健師・保育士 ] 教養試験　専門試験
　　　　　　　※第１次試験終了後に作文を書いていただきます。

詳細は第１次試験合格通知の際にお知らせします。

（１）日 時 平成２６年１０月中旬予定

（２）試験会場 未定（ 松江市内予定 ）

（３）試験種目 作文・人物試験
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　平成26年 10月 1日から福祉医療費助成制度が拡充されます。重度心身障がい者の方やひとり親家庭の方は、

より医療を受けやすくなります。

従来から対象の①～⑤の方に加え、 となります。

　　① 65歳以上で３か月以上ねたきりの方（対象期間１年）

　　② 身体障害者手帳１級または２級の方

　　③ 身体障害者手帳３級または４級で、知的障がいのある方

　　④ 療育手帳Ａの方

　　⑤ ひとり親家庭の方（18歳未満または高校３学年修了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童）

　　⑥ 精神障害者保健福祉手帳１級の方

 　  ⑦ 精神障害者保健福祉手帳２級で、身体障害者手帳３級または４級の方

  　 ⑧ 精神障害者保健福祉手帳２級で、知的障がいのある方

　　※対象となるには1～8のいずれも所得制限があります。3及び8の知的障がいは判定機関により判定します（概ねＩＱ50以下）。

　病院、診療所（歯科を含む）では、自己負担は医療費の１割で、次の額が上限となります。（１ヶ月・１医療機関あたり）。

20歳未満障がい児・者
市町村民税非課税世帯に

属する方
左記以外の方

入院 外来 入院 外来 入院 外来

平成26年9月まで 2,000円 1,000円 7,500円 4,000円 40,200円 12,000円

平成26年 10月から （変更なし）（変更なし） 2,000円 1,000円 20,000円 6,000円

　現在、福祉医療費助成医療証 (資格証 ) をお持ちの方には、8月初旬に更新申請の案内を送付する予定です。

指定期限までに更新申請手続きをして下さい。

　　新たに対象となる方は、申請に必要なものをご持参のうえ、役場健康福祉課にて申請手続きをして下さい。

　　（申請に必要なもの）・健康保険証 　・該当する手帳 (②③④⑥⑦⑧の対象者 )

　　　　　　　　　　　 ・今年度の課税証明書（平成26年1月1日に西ノ島町に住民登録がなかった方のみ）

詳しくは健康福祉課（６－０１０４）までお問い合わせください。

　

西
ノ
島
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
で
は
、
男
性
の
方
を

対
象
に
料
理
教
室
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

：
９
月
７
日
（
日
）
９
：
３
０
〜
１
３
：
３
０

：
浦
郷
シ
ル
バ
ー
会
館
（
浦
郷
診
療
所
横
）

：
町
内
在
住
の
男
性
の
方
（
年
齢
不
問
）

：
10
名

：
調
理
実
習

：
２
０
０
円

：
エ
プ
ロ
ン　

三
角
巾

：
役
場
健
康
福
祉
課
（
６
）
０
１
０
４
ま
で

：
平
成
26
年
８
月
25
日
（
月
）

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　　

今
年
、
大
腸
が
ん
検
診
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
方
、

６
月
の
検
診
の
機
会
を
逃
し
た
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会

に
お
申
込
く
だ
さ
い
。役

場
健
康
福
祉
課
（
６
）
０
１
０
４

ま
で
、
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

８
月
８
日
（
金
）

①
予
約
さ
れ
た
方
に
は
、
８
月
末
に
、

検
査
容
器
と
案
内
文
を
郵
送
し
ま
す
。
②
自
宅
で
２

日
分
の
便
を
採
取
し
ま
す
（
１
日
分
で
も
検
査
で
き

ま
す
）
③
特
定
健
診
会
場
ま
た
は
役
場
健
康
福
祉
課

へ
提
出
※
９
月
９
日
（
火
）
１
８
時
３
０
分
ま
で

５
０
０
円　

※
無
料
ク
ー
ポ
ン
を
お

持
ち
の
方
は
会
場
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。


